
　

５
月
８
日
㈪
か
ら
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

症
法
上
の
位
置
づ
け
が
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同

じ
５
類
に
移
行
し
ま
す
。
移
行
に
伴
う
変
更
の
詳
細
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
主
な
変
更
点（
予
定
）

・法
律
に
基
づ
く
外
出
自
粛
は
求
め
ら
れ
な
い（
発
症
後

5
日
間
は
外
出
自
粛
を
推
奨
）

・患
者
、濃
厚
接
触
者
の
特
定
は
し
な
い

・治
療
費
に
自
己
負
担
額
が
生
じ
る

問  

（市）
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
事
務
局

・（市）
危
機
管
理
課

　
・（市）
健
康
増
進
課
☎
8
6
‐
0
9
0
0

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
減
収

し
た
方
な
ど
を
対
象
と
し
た
①
国
民
健
康
保
険
税
、②

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、③
介
護
保
険
料
の
減
免
は
、

令
和
4
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
ま
し
た
。

問  

①
（市）
税
務
課
市
民
税
係

②
（市）
医
療
保
険
課
福
祉
医
療
係

③
（市）
介
護
保
険
課
保
険
給
付
係

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
が
５
類
に
移
行

保
険
税（
料
）の
減
額
・

免
除
を
終
了

コロナ対策コロナ対策
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新型コロナワクチン接種
春開始接種をスタート

問  (市)健康増進課　☎86－0900
掲載内容は4月21日時点の情報です。

▲ホームページ

▶期間　5月8日㈪～8月31日㈭
▶対象者
　①65歳以上の方
　②12歳以上64歳以下で基礎疾患がある方
　③ 医療従事者、高齢者施設等従事者（64歳
以下）

　 （②③は接種券発行の申請が必要です。詳
しくは、市ホームページをご覧ください。）

▶接種券　 緑色の接種券（4月末以降順次配送）

●集団接種（5月～6月前半予定）
　次の日程で集団接種を行います。各日程の
予約可能時間については、市ホームページや
コールセンター（☎0570-079-486）で確認
してください。すでに予約が定員に達してい
る場合があります。

▶場所　総合保健福祉センター

●個別接種
　かかりつけ医、近くの医療機関で接
種が可能です。ワクチン接種実施医
療機関は接種券に同封のチラシや市
ホームページで確認してください。

▲ 非課税世帯
などへの給付
金について

▲ ひとり親世帯
向けについて

▲ ひとり親世帯
以外の低所得
の子育て世帯
向けについて

▲ ホームページ
　はこちら

　5月8日㈪以降に高齢者など、重症リスクの高い方を対象に、追加接種を実施します。さらに、秋
以降にすべての方に対して追加接種を実施する予定です。

対象 ワクチン 接種日

追加接種
12歳以上
（緑色の接種券
をお持ちの方）

オミクロン
株対応ファ
イザー

5月20日、21日、
25日、27日、
28日
6月1日、3日、
8日

1回目接種
12歳以上

ファイザー
5月28日
6月3日

　かかりつけ医、近くの医療機関で接
種が可能です。ワクチン接種実施医
療機関は接種券に同封のチラシや市

5月28日
6月3日

金について

　
市
で
は
、ス
ズ
メ
バ
チ
に
よ
る
住
民
の
刺

傷
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、土
地
や
建
物
な

ど（
事
業
用
は
除
く
）に
で
き
た
ス
ズ
メ
バ

チ
の
巣
の
駆
除
費
用
を
一
部
補
助
し
て
い

ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。
ス
ズ
メ
バ
チ
に
巣
を
作
ら
れ
な
い
よ

う
、日
頃
か
ら
建
物
な
ど
の
適
正
管
理
を
心

が
け
ま
し
ょ
う
。

問  

（市）
生
活
環
境
課

空
き
家
対
策
係

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
駆
除
費
用
を
一
部
補
助

補助金

▲ ホームページ
はこちら

▼
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
期
限
は

５
月
31
日

　

納
税
通
知
書
は
５
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
。
納
付
書
で
納
め
る
方
は
、５
月
31

日
㈬
ま
で
に
、納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
口

座
振
替
で
納
め
る
方
は
、５
月
31
日
㈬
に

振
替
し
ま
す
。

　
ま
た
、納
付
書
に
つ
い
て
い
る
2
次
元

コ
ー
ド
を
用
い
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
、ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
を
利
用
し

て
納
付
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

▼
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
の
車
検
で
紙
の

納
税
証
明
書
が
不
要
に

　
１
月
か
ら
、三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車

の
車
検
を
受
け
る
場
合
、紙
の
納
税
証

明
書
の
提
示
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、納
付
後
す
ぐ
に
継
続
検
査（
車
検
）

を
受
け
ら
れ
る
方
は
、金

融
機
関
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
で
納

付
し
、紙
の
納
税
証
明
書（
領
収
証
書
）を

活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、二
輪
の

小
型
自
動
車
の
車
検
に
は
、引
き
続
き

紙
の
納
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

▼
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
や
口
座
振
替
で

納
付
し
た
方
に
は
、納
税
証
明
書
を
郵
送

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
な
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
っ
て

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、６

月
中
旬
に
車
検
用
納
税
証
明
書
を
郵
送

し
ま
す
。た
だ
し
、令
和
６
年
度
か
ら
は
、

二
輪
の
小
型
自
動
車
の
み
車
検
用
納
税

証
明
書
を
郵
送
し
ま
す
。

問
（市）
税
務
課
市
民
税
係

　

食
費
な
ど
の
物
価
高
騰
に
直
面
し
、影

響
を
特
に
受
け
る
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

な
ど
に
対
し
て
、給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

①
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

▼
支
給
額　
児
童
1
人
あ
た
り
5
万
円

▼
対
象

〈
ひ
と
り
親
世
帯
向
け
〉

㋐
令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
を
受
け
る
方

㋑
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
こ
と

に
よ
り
、令
和
５
年
３
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
方

㋒
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
家
計
が

急
変
す
る
な
ど
、収
入
が
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準
と

な
っ
た
方

〈
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所
得
の
子
育

て
世
帯
向
け
〉（
㋐
㋑
㋒
と
の
併
給
不
可
）

㋓
令
和
４
年
度
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の

子
育
て
世
帯
分
）の
受
給
世
帯

㋔
直
近
で
収
入
が
住
民
税
非
課
税
相
当

に
減
少
し
た
家
計
急
変
世
帯

▼
申
請
方
法

　
㋐
㋓
５
月
中
旬
に
案
内
を
送
付
し
ま

す（
申
請
不
要
）。

　
㋑
㋒
㋔
子
育
て
支
援
課
窓
口
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申

請
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限

令
和
6
年
2
月
29
日
㈭

（
申
請
受
付
開
始
日
に
つ
い
て
は
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

②
非
課
税
世
帯
な
ど
へ
の
給
付
金

　
国
は
、住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
に
対

し
、1
世
帯
当
た
り
3
万
円
を
目
安
に
給

付
す
る
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。

4
月
21
日
現
在
、国
か
ら
示
さ
れ
た
方

針
を
基
に
支
給
対
象
世
帯
や
申
請
方
法
、

受
付
時
期
な
ど
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
詳

細
が
決
ま
り
次
第
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問・申
請

　
①
（市）
子
育
て
支
援
課
児
童
福
祉
係

　
②
（市）
福
祉
課
生
活
支
援
係

軽
自
動
車
税
の
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

子
育
て
世
帯・非
課
税
世
帯
な
ど
に
給
付
金
を
支
給

納税

物価高
騰対策

健　
　
康

相　
　
談

子
育
て

教
室・講
座

募
集・採
用

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し
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